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亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び亀岡市議会会議規則第

１４条の規定により提出します。 



 議第４号議案 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会規則第１号）の一部

を改正する規則を次のように制定するものとする。 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

目次中「第９節 会議録（第７８条―第８０条）」を 

「第９節 公聴会、参考人（第７８条―第８４条） 

第１０節 会議録（第８５条―第８９条）  」に、 

「第８３条―第８７条」を「第９０条―第９４条」に、「第８８条―

第１０４条」を「第９５条―第１１１条」に、「第１０５条・第１０

６条」を「第１１２条・第１１３条」に、「第１０７条―第１１８条」

を「第１１４条―第１２５条」に、「第１１９条・第１２０条」を「第

１２６条・第１２７条」に、「第１２１条―第１３１条」を「第１２

８条―第１３８条」に、「第１３２条―第１３８条」を「第１３９条

―第１４５条」に、「第１３９条―第１４３条」を「第１４６条―第

１５０条」に、「第１４４条―第１５２条」を「第１５１条―第１５

９条」に、「第１５３条―第１５８条」を「第１６０条―第１６５条」



に、「第１５９条」を「第１６６条」に、「第１６０条」を「第１６

７条」に、「第１６１条」を「第１６８条」に改める。 

 第１７条中「法第１１５条の２」を「法第１１５条の３」に改め

る。 

 第２７条中「（選挙の宣告）」を削る。 

 第３７条第１項中「第１３４条（請願の委員会付託）」を「第１４

１条」に改める。 

 第４４条第２項中「（付託事件を議題とする時期）」を削る。 

 第６４条中「（質疑の回数）」及び「（質疑又は討論の終結）」を削

る。 

 第７４条中「（議場の出入口閉鎖）」、「（投票用紙の配布及び投票箱

の点検）」、「（投票）」、「（投票の終了）」、「（開票及び投票の効力）」、「（選

挙結果の報告）」及び「（選挙関係書類の保存）」を削る。 

 第１６１条を第１６８条とし、第１５５条から第１６０条までを

７条ずつ繰り下げる。 

 第１５４条中「（議案等の説明、質疑及び委員会付託）」を削り、

同条を第１６１条とする。 

 第１５３条第２項中「第４９条（秘密の保持）第２項」を「第４

９条第２項」に、「第１０６条（秘密の保持）第２項」を「第１１３

条第２項」に改め、同条を第１６０条とし、第１４３条から第１５

２条までを７条ずつ繰り下げる。 

 第１４２条中「（議案等の説明、質疑及び委員会付託）」を削り、

同条を第１４９条とし、第１２９条から１４１条までを７条ずつ繰

り下げる。 



 第１２８条中「（投票用紙の配布及び投票箱の点検）」、「（投票）」、

「（投票の終了）」、「（開票及び投票の効力）」及び「（選挙結果の報告）」

を削り、同条を第１３５条とし、第９９条から第１２７条までを７

条ずつ繰り下げる。 

第９８条第２項中「法第１０９条の２第４項」を「法第１０９条

第３項」に改め、同条を第１０５条とし、第８１条から第９７条ま

でを７条ずつ繰り下げる。 

 第８０条中「（発言の取消し又は訂正）」を削り、同条を第８７条

とし、第７９条を第８６条とし、第７８条を第８５条とする。 

 第１章中第９節を第１０節とし、第８節の次に次の１節を加える。 

    第９節 公聴会、参考人 

（公聴会開催の手続） 

第７８条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、

その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公

示する。 

（意見を述べようとする者の申出） 

第７９条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であ

らかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければ

ならない。 

（公述人の決定） 

第８０条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識

経験者等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た

者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にそ

の旨を通知する。 



２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び

反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければ

ならない。 

（公述人の発言） 

第８１条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なけ

ればならない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えて

はならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動が

あるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

（議員と公述人の質疑） 

第８２条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第８３条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を

提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、こ

の限りでない。 

（参考人） 

第８４条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、

議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その

他必要な事項を通知しなければならない。 

２ 参考人については、第８１条、第８２条及び第８３条の規定を

準用する。 

 



附 則 

 この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 

 


